
学校訪問型特定保健指導　利用の流れ

（参考例）

↓

↓

↓

個人情報

積極的支援

↓

で結果を報告・評価

で記録を報告

中間評価
電話等

←
継続支援
手紙・メール

で結果を評価

の取扱い

動機づけ支援

担当専門職と

→

○ 開始時 →

30分の面談

初回面接

4 面談の 決定した日程・場所に基づいて担当専門職が

3か月後
最終評価
手紙・メール

１か月後 →

４～６か月後（各月）←

担当専門職の氏名が記載されたはがきが届きます。

実施 訪問し、面接を実施します。

保健指導
の流れ　

○

2 はがきの 学校訪問型特定保健指導実施機関(※１)から
到着

担当専門職と

3 面談日時 学校訪問型特定保健指導実施機関からの
の調整 電話(※２)にて、面接日程の調整を行います。

条件を満たしている方には文書にてご案内します。

継続支援

で結果を報告

○対象者以外の方は利用できません。

で記録を報告

面談まで
の流れ　

案内の
到着

1 学校訪問型特定保健指導の対象となった方
には案内文書が届きます。

次の条件をすべて満たす方が対象です。
①一般組合員であること
②特定保健指導の対象となっていること
③保健指導初回面接実施日に組合員資格を有していること

利用資格

(※１) 株式会社ベネフィット・ワン：公立学校共済組合（本部）が契約す
る特定保健指導事業者です。

(※２) 籍のある所属所に入電します。

　当共済組合が保有する個人情報は、公立学校共済組合個人情報保護規定
(平成５年１２月１７日制定)、個人情報保護方針(平成１７年３月１６日制
定)、個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７号)その他関係法
令を遵守し、厳重に管理します。
　なお、健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ
ンス（平成２９年４月１４日厚生労働省制定）により、実施機関への健診
結果を含む特定保健指導実施のための個人情報の提供は「第三者への個人
情報提供」にはあたらないことを予め申し添えます。

について

注

注意事項 ○面接の際に家族などの同席が可能です。

開始時
初回面接

最終評価

利用時の

手紙・メール

電話等

２か月後
継続支援
手紙・メール

で記録を報告

支援終了後

30分の面談

３か月後

特 定 保 健 指 導


